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平成 29 年 8 月 8 日 

商 工 中 金 

「平成 29 年 6 月 7 日から 7 月 27 日までの間の豪雨及び暴風雨に 

よる災害」に関する利子補給制度（災害復旧資金）の取扱開始について 

商工中金は、「平成 29 年 6 月 7 日から 7 月 27 日までの間の豪雨及び暴風雨による

災害」により被害を受けた以下の適用地域に事業所を有する中小企業者の皆さまの

災害復旧を一層支援するため、「利子補給制度（災害復旧資金）」の取扱いを開始し

ます。 

適用地域：福岡県朝倉市、福岡県朝倉郡東峰村 

 

【「利子補給制度（災害復旧資金）」の概要】 

対 象 者

（※） 

「平成 29 年 6 月 7 日から 7 月 27 日までの間の豪雨及び暴風雨による 

災害」により被害を受けた、上記適用地域に事業所を有する中小企業者で

あって、市町長その他の機関より罹災証明書等の発行を受けたもの 

対 象 貸 出 上記対象者にかかる損害担保付貸出（災害復旧資金） 

貸 出 金 額 1 社あたり残高 10 百万円以内（組合の場合は残高 30 百万円以内） 

利子補給率 当初 3 年間（貸付日から 3 年間）0.9％ 

（※）非法定中小企業の方は対象外です 

なお、本制度適用にあたっては申込書等書類の提出が必要になります 

 なお、現在商工中金で開設している「平成 29 年 7 月 5 日からの大雨に係る災害に

関する特別相談窓口」および「平成 29 年 7 月 22 日からの大雨に係る災害に関する

特別相談窓口」は「平成 29 年 6 月 7 日から 7 月 27 日までの間の豪雨及び暴風雨に

よる災害に関する特別相談窓口」へ名称が変更されました。  

引き続き、被害を受けられた中小企業の皆さまからのお借入の申込み等に対して、

危機対応業務の指定金融機関として懇切・丁寧かつ個別の実情に応じた迅速な対応

を行ってまいります。 

 


